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願書に記載した持分の補正について 

 

 

共同出願の願書に記載した持分について、出願前に定めた持分を誤記したこと

が出願前に作成した持分の定めの事実を証明する書面（持分契約書等）により証

明できるときは、持分の補正を目的とした出願人欄の補正をすることができる。 

出願前に持分を定めているにもかかわらず持分を記載していない出願に持分の

表示をするとき、又は新たに持分を定めるときは、持分の届出をする者について

出願人名義変更届の承継人欄に持分を記載するとともに、持分の定めの事実を証

明する書面を添付して提出しなければならない。なお、この持分の届出にあって

は、新たに権利の承継としての出願人名義変更届を提出する際に、当該権利の承

継と併せて持分の定めを記載して届出ることができる。（特施規２７条１項 ※ 1）

（→４５．２０）。 

 

（新規平成２９・４）  

 

 

 

 

                                                
※ 1  特施規２７条１項：実施規２３条２項、意施規１９条３項、商施規２２条２項におい

て準用  


